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研究成果の概要（和文）：本研究は「被害からの回復」をテーマに、犯罪被害者等（家族、遺族を含む）を対象
に被害後の影響、制度・支援の利用状況等の実態を明らかにし、よりよい支援のあり方を社会福祉的視点から探
ることを目的とし、オンライン全国調査とインタビュー調査を実施した。
調査結果から提言した主な点は、①身体的侵襲度の高い犯罪被害は精神的影響が強く脆弱性が高まることに留意
すべき、②被害後早期に支援機関からのサポートが入る体制を整備すべき、③司法手続上では被害者の心情面に
配慮した聴取・説明方法を改善する必要、④行政の相談窓口の充実を促進すべき、⑤被害後の心理的変容にはポ
ジティヴな体験もあり、支援者は敏感さが求められる。

研究成果の概要（英文）：This study was conducted to clarify the actual conditions of crime victims 
(including family members and bereaved family members) in terms of the impact of victimization and 
the use of systems and support, and to explore how to provide better support from a social work 
perspective, based on the theme of recovery from victimization.
Based on the survey results, the following recommendations were made. (1) It should be noted that 
victims of crimes with a high degree of physical invasiveness are more vulnerable due to the strong 
psychological impact, (2) a system should be established to provide support from support 
organizations at an early stage after victimization, (3) the method of hearing and explanation 
should be improved in consideration of victims' emotional aspects in judicial procedures, (4) the 
enhancement of services by the local government should be promoted, and (5) supporters need to be 
sensitive to the positive psychological transformation experience after victimization.

研究分野： 社会福祉学

キーワード： 犯罪被害　被害者支援　犯罪被害者等施策　被害回復　心的外傷後成長（PTG）　トラウマ

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
現在わが国の犯罪被害者に対する支援策は、第4次犯罪被害者等基本計画が施行され支援体制の充実・強化が求
められている。今まで被害者に関する研究は、法学的観点や精神医学的観点からのものが主流だったが、本研究
は個人と社会環境の接点に介入する社会福祉的視点から、被害当事者を対象とした量的・質的調査を実施し、よ
りよい支援のあり方について実証研究に基づく新たな知見を提示した。
量的・質的調査の分析結果と具体的提言はネット上に公開し、広くアクセスできる。報告書も作成し、被害者支
援に携わる全国の関係機関に周知し活用されている。被害者支援の拡充は安全・安心な社会の構築に繋がり本研
究成果はその一助となるものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 犯罪被害において、身体的・物理的・経済的打撃はもとより精神的打撃は計り知れず、生活は
一挙に激変する。自然災害の被災と比べても、刑事手続の関与、周囲からの二次被害、孤立化な
ど多くの困難を抱える場合が多い。刑事司法の中で被害者はその権利を認められず、長い間「忘
れられた存在」だった。学術的に見ると、被害者問題を中心に据えた被害者学が提唱されたのは
1959 年で、わが国で本格的に研究が始まったのは 1980 年代である。被害者学は理論のみなら
ず、被害に関する実務についての研究も含む理論と実践の一体化を目指しており、その研究成果
は被害者のための新しい法制度・施策の導入のきっかけともなってきた。 
 本研究では、犯罪被害者（被害者本人、その家族および遺族を含む。以下被害者と記す）を対
象に、被害者がどのように被害から「回復」し生活を再構築することができるか、その促進要因
を社会福祉的視点から明らかにしたいと考え調査研究を計画した。 
本研究の着想に至った直接的経緯としては次の 2 点を挙げることができる。 

（１）被害者遺族の方へのインタビュー調査を通して、筆舌に尽くしがたい体験から「回復」し、
「心的外傷後成長（Posttraumatic growth：危機的な出来事や困難な経験との精神的なもがき・
闘いの結果生ずる、ポジティヴな心理的変容の体験）」や積極的意味づけを得ている方に出会っ
たこと。一方で被害体験から立ち直ることができず精神疾患を発症したり自死に至ったりする
方がいることも聞き及ぶ。こうした違いはどこから来るのか、被害からの「回復」を促進する社
会的要因が明らかになれば、被害者支援の展開に大きく寄与することになるのではないかと考
えるようになった。 
（２）2018 年 6 月に開催された 16th International Symposium of the World Society of 
Victimology において、「人はどのように暴力から回復するか」という問題意識から暴力犯罪の
被害者に対して包括的な調査を実施した Dr. Benjamin Roebuck（カナダ Algonquin College 教
授）の研究報告を聞いたこと。450 名によるオンライン調査の回答と、70 名の被害者を対象に
したインタビュー調査結果から導き出した回復促進要因は非常に明解なものであった。こうし
た調査研究をわが国でもぜひ実施したいと着想に至った。 
 
２．研究の目的 
本研究では、被害者にとって生活を再構築していく過程において、どのようなサポートや社会

資源が役立ったか／意味があったかを分析し、「回復」や心的外傷後成長を促進する要因を明ら
かにし、よりよい被害者支援のあり方を探ることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
本研究の目的に沿って、図 1に示すように（１）量的調査と（２）質的調査を実施した。 

（１）量的調査について 

不特定多数の被害者の実態を把握する
ため、Web 調査の手法を採用した。調査対
象は、交通事件、性犯罪、ストーカー行為、
DV、傷害などの暴力犯罪、殺人未遂・殺人
等の被害者および家族、遺族で、1990 年～
2019年の間に被害を受けた 18歳以上の方
（調査時点）とした。対象者は、調査委託
会社クロス・マーケティング（学術調査部
門）のアンケートモニター（モニター調査）
から回答を得た者と、被害者支援の関係機
関・団体やマスコミの広報により一般（オ

ープン調査）から回答を得た者であった。調査の実施は 2020 年 10 月 20 日～同年 12 月末
日であった。 
調査内容は、回答者の基本的属性、被害内容、被害前後の社会生活状況、被害直後から生活の

再構築に至る過程の支援内容、刑事手続における支援の有無、被害後の心理的変化、加害者に対
する思い、支援機関との関わりなどに関するものであった。 
回答者の心理的・社会的状況を把握するために使用した尺度は、①日本語版ソーシャル・サポ

ート尺度（短縮版）、②日本語版―外傷後成長尺度（短縮版）（Japanese version of PTGI-SF-
J）、③日本語版 K6 尺度（Kessler 6 scale）の 3点である。 
回答データは、SPSS Ver.28 統計ソフトで分析した。システム欠損値を除いて処理し、統計上

の数値については有効パーセント（％）記載に統一した。統計処理では有意水準は 5% とした。 
 
（２）質的調査について 
 より詳しく被害者の声を聴き取るために、Web 調査のなかでインタビューへの協力者を募り、
オープン調査対象者のうち 22 名の方から協力の同意を得た。2021 年 6 月から 11 月にかけて Web
会議システム等を使ってインタビューを実施した。インタビューの録音・録画については事前に



確認し了承を得た。 
インタビュー内容は、被害後の影響、被害後に受けた支援（警察、医療機関、検察、法テラス、

民間団体、自治体、行政サービス、周囲のサポートなど）の中で、役立った／満足と感じたもの、
あるいは役に立たなかったと感じたもの、支援を受けなかった場合どのような支援があればよ
かったと思うか、「被害からの回復」のイメージ、被害後の自身の変化、被害者のための支援へ
の要望など。インタビュー協力者は、被害者本人、家族、遺族の計 22 名で、居住地は東北、北
陸、関東・甲信越、近畿、九州地方にわたり、協力者の被害種別は、性被害：8名、交通被害：
9名、身体的な被害（殺人、傷害等）：5名であった。 
インタビューデータは、質的研究手法であるロング・インタビュー法（G. McCracken 1988）

によって被害種別ごとに分析し、カテゴリー化し、研究チームで検討を重ねまとめた。インタビ
ューの結果は、協力者の語りを大切にする形で、つぎの５つのテーマに沿ってまとめた。①被害
の実態とその影響、②適切だった対応・支援、③不適切／不十分だった対応・支援、④被害後の
変化・「回復」とは、⑤被害者支援に関する要望・社会への発信。インタビュー結果の分析内容
については協力者全員から確認と公表の了承を得た。 
 
（３）倫理的配慮について 
量的・質的調査の実施について、研究代表者の所属校「上智大学『人を対象とする研究』に関

する倫理委員会」の承認（承認番号 2020－53, 2020－93）を得たほか、研究分担者らの所属校
でも同様の承認を得た。「上智大学『人を対象とする研究』に関するガイドライン」を遵守して
調査を実施した。調査の協力者には、調査ホームページもしくは書面にて途中で回答を中止して
も不利益が生じないこと、結果分析において協力者の個人情報が出ることは一切ないこと、結果
についてホームページ等において公表することなどを明記した。 
 
４．研究成果 
（１）量的調査の結果について 
モニター調査の分析結果は学術雑誌『被害者学研究』31 号（43-60）に掲載され、研究代表者

（伊藤冨士江）のホームページ cvi_221011.pdf (fujie-ito.com) においても公開した。量的調
査全体（モニター調査とオープン調査）の回答データの詳細な分析結果については、デジタル報
告書としてホームページ「被害からの回復」に関する犯罪被害者調査-オンライン調査の結果
報告書 (fujie-ito.com)に公開した。その分析結果を踏まえて、被害者のための制度・支援をよ
りよいものにするために、つぎの点について具体的提言を行った。実証研究に基づくこうした提
言は、わが国の被害者支援の充実・強化に寄与するものと考えられる。 
①被害種別によって受ける影響が明確に異なることに留意 
 身体的侵襲度の高い犯罪にあった被害者に対しては、精神的影響が強く脆弱性が高まるこ

とに留意して、細心の丁寧な対応が求められる。被害にかかわる「怒り」や「自責の念」も、
被害者の気持ちに寄り添った適切な対応が必要である。 

 経済的状況についても丁寧にアセスメントし、必要な制度や社会資源に結びつける必要が
ある。 

②心理的苦痛と精神科受診の問題 
 強い心理的苦痛を軽減し重症化を防ぐには、心療内科や精神科を受診することの壁を低く

する必要がある。被害者支援に詳しい精神科クリニック等を増やし、受診への広報啓発及
び医療費等の助成制度の充実に取り組むべきである。 

③早期に支援を受けることの必要性 
 被害後早期に支援機関からのサポートが入るように体制を整備すべきである。とくに性被

害やストーカー被害にあった人々が、支援機関にアクセスしやすい、もしくは支援機関か
らアウトリーチできる体制を検討する必要がある。支援を受けたことによって、社会への
発信に向かうなど外に開かれる行動をとるようになることが示唆され、早期支援の必要性
は明らかである。 

④司法手続上の被害者対応や諸制度の利用において改善すべきこと 
 物理的な時間や場所の配慮、被害者側の心情面に配慮した聴取方法、聴取理由の十分な説

明について、もっと検討する必要がある。 
 被害者参加制度の利用について、被害者側が失望感を抱かないためには、検察官、被害者参

加弁護士から同制度の中で被害者参加人ができることとできないこと、この制度の流れや
被害者が利用する制度の位置づけや、それぞれの重要性について事前に十分な説明をする
べきである。また、この制度は被害者が希望した場合のみ利用できるとしても、裁判後のフ
ォローもする必要がある。 

 意見等聴取制度の内容や限界について、被害者に十分な説明をしておく必要がある。また、
加害者の仮釈放・仮退院等について、刑事司法手続においてどのように位置付けられ、どの
ようなことが行われるか丁寧に説明し、理解を促すための努力が求められる 

 心情等伝達制度の利用について、保護観察所には、被害者の心情等を加害者に適切に伝達
し処遇に活かすこと、伝達結果を被害者側に分かりやすくフィードバックする工夫が求め
られる。 

 被害者通知制度、意見等聴取制度、心情等伝達制度の中で、被害者通知制度が最も不満足度



が高かったことを踏まえ、改善策を講じるべきである。通知する情報について、加害者の処
遇プログラムの実施回数や面接回数のみならず、処遇内容や更生状況など更生過程に関す
る具体的な情報を提供できないか、加害者の個人情報保護に配慮しつつ、多面的に検討し
改善する必要がある。 

⑤行政（自治体）からの被害者支援をもっと身近なものに 
 身近な自治体における被害者のための相談窓口の充実、条例制定を促進するとともに、Web

サイト等を活用し、広く住民に広報していく必要がある。相談窓口の周知には、被害者に早
期にかかわる警察・検察との連携も大切である。 

⑥加害者に対する思いへの対応 
 2023 年 12 月から矯正施設における被害者の心情等の聴取・伝達制度が開始される予定だ

が、まず被害者の多様なニーズを把握し、被害者対応、加害者の処遇・指導の態勢を関連機
関と連携しながら早急に整備していく必要がある。 

⑦被害者の「回復」への配慮 
 被害後の心理的変容の体験としては、「人生への価値観の変容」が見られ、とくに重大な被

害体験を経た遺族等にそうした変化が顕著であった。刑事裁判を通して多くの関わりをも
ち乗り越えることで、変化が生じたことも推測される。支援者としては、被害者の声に耳を
傾け寄り添うとともに、「回復」に結び付く、被害者のポジティヴな心理的変容に敏感であ
ることが求められる。 

 
（２）質的調査の結果について 
インタビューデータの詳細な分析結果は、2021 年度 インタビュー調査 | 科研費による研

究 | 伊藤冨士江のホームページ (fujie-ito.com) に公開した。被害当事者の貴重な声をもと
に被害者支援はどうあるべきかについて、以下にまとめる。複数の被害種別にわたる 22 名の
被害者の語りを支援のあり方から分析した本研究成果は、本邦初としての意義が認められる。書
籍として刊行し、一部は英語に翻訳して海外に発信する予定である。 
①情報提供について：被害後早期に適切な情報の提供を 
 被害直後「何をしたらよいかが全然分からない」場合が多く、被害後の司法手続、役所の手

続、相談窓口、受けられる支援内容、犯罪被害に詳しい精神科医・医療機関など必要な情報
を速やかに提供する必要がある。 

②警察の対応について：警察にしかできないきめ細かい対応を 
 警察は「真実を突き詰める」という点から丁寧な捜査を第一とし、被害者と十分なコミュニ

ケーションをとるようにしてほしい。 
 警察の捜査状況については、被害者に適宜的確に伝え、被害者に質問する際は質問の意図

を明確に伝えることが大事である。 
 事情聴取・実況見分においては被害者の負担を考慮してほしい。長時間にわたる事情聴取

は被害直後の被害者にとって大きな心身の負担となる。被害者の心身状態をつねに確認し、
対応してほしい。 

 女性の性被害者にとって、警察署での女性警察官による対応は欠かせない。性的被害を受
けた直後に必要な細やかな配慮は、男性警察官のみでは行き届かないことがある。 

 性被害で被害届を受理できない場合や不起訴とする場合には、その理由を丁寧に説明して
ほしい。勇気を出して警察署に行った被害者側の心情への理解がないと、被害者はさらに
傷ついたり絶望感を抱いたりしてしまうことになる。 

③検察の対応について：被害者が理解しやすい説明を 
 事件が不起訴になる場合、あるいは起訴する場合の罪名、求刑については被害者に分かる

ような形で丁寧に説明してほしい。 
 公判での意見陳述については、被害者にとっては全くはじめてのことなので十分な事前説

明や助言が必要。 
 担当検事の異動について、直前の通知は被害者にとって動揺や不信感を招きやすい。早目

に知らせ、引継ぎ等についても説明しておく必要がある。 
④公判での対応について：さらなる被害者への配慮を 
 とくに性被害を受けた被害者が公判で証言する場合、被害者への配慮（証人への付添い、証

人の遮へい、ビデオリンク方式の措置）について、裁判所の判断によってこうした配慮が行
われる／行われないことがあるという点を事前に説明しておくことが必要である。 

 公判で、被害者にとって（防犯カメラ等による）犯罪行為の映像を複数回見ることになるの
は、大きな精神的負担になるので、事前の調整をしてほしい。 

 被害者参加弁護士を増やし、被害者の心情に関する知識も身に着けてサポートしてほしい。 
⑤被害者通知制度の通知内容について 
 更生保護における被害者通知制度について、加害者（保護観察対象者）の保護観察中の面接

回数だけでなく、加害者の反省や就労状況が具体的に分かるものに改善できないか。 
⑥民間被害者支援団体（センター）について：支援内容や運営をもっと充実したものに 
 センターは被害者側に寄り添った支援のできる団体として、相談員の質を担保し、相談員

の教育・助言を担うスーパービジョン体制も整備すべきである。 
 被害者自身の意見をセンターの中で受け止め、それを反映するセンターであってほしい。 



 センターは基本的にはボランティア任せにせず、専門家集団であるべきで、被害者の社会
生活そのものを支援していく視点をもってほしい。 

 将来的には、センターは被害者にとって地元の身近なところにあって、24 時間体制の対応
が可能となることが望ましい。 

⑦自治体の犯罪被害者総合対応窓口について：もっと支援内容の整備・充実を 
 家事、育児、介護など生活支援のためのサービスを、被害後すぐに利用できるよう整備して

ほしい。 
 自治体の被害者対応窓口においても、裁判等の付添支援をできるようになってほしい。 
 将来的には自治体に「被害者支援ワンストップ課」のような部署ができて、センター等とも

連携しスムーズな支援が展開できるようになるとよい。 
⑧医療機関における対応について：犯罪被害への理解を 
 犯罪被害を受けた者に対する治療費の情報について早目に伝える必要がある。 
 とくに性被害にあった被害者に対する診察については、被害者の年齢や被害直後の心理状

況に十分配慮してほしい。 
⑨犯罪被害を受けた児童・生徒に対する学校の対応について：態勢整備を 
 犯罪被害にあった児童・生徒に対して、事情の聴き方とその後のフォロー、保護者への連

絡、関係機関への連絡などに関して一定のマニュアルを作成しておく必要がある。 
 学校の教職員が研修等において、犯罪被害後の対応や被害者支援について学べるようにし

知識を身に着けてほしい。 
 とくに性被害を受けた児童・生徒に対しては、何度も事情聴取することがないよう、教員間

で情報共有するなど児童・生徒の心的負担への配慮を徹底する必要がある。 
 被害者本人のみならず同級生など他の児童・生徒も何らかの形で傷ついている場合が多く、

ケアやフォローに留意すべきである。 
 学校の責任において、被害相談の窓口を児童・生徒に対して周知する必要がある。 
 児童・生徒が不慮の事故・事件で亡くなった場合、学校としても丁寧な見送りができるよう

ご遺族に協力する必要がある。そうした配慮がご遺族の回復にもつながる。 
⑩マスコミの犯罪報道について：報道被害の対策を 
 マスコミによる報道被害について、マスコミは真摯に受け止め改善してほしい。 
 被害者の声をもとに、報道被害、二次被害を防ぐための取材のあり方、報道の仕方について

ガイドラインを作成し、記者研修を行うべきである。 
⑪支援機関・団体の連携について 
 警察、自治体、センター、医療機関、自助グループなどで横の連携をとれるようにして、被

害者のための長期的な支援ができるようになってほしい。 
 将来的には被害者が被害直後から法的支援と精神的ケアにつながるよう、多機関連携を推

進し、その調整を担当する機関を決めておく必要がある。 
⑫社会のあり方：地域での安全を広げていくために 
 被害当事者が平穏な社会生活に戻れるようにするという視点からの社会資源やサポートが

必要である。 
 近年増えている SNS を通じた被害者に対する誹謗中傷は、被害者をさらに苦しめることに

つながっており、社会の問題として捉え早急な対策が必要である。 
 さらなる被害を生まないため、また二次被害を防止するためにも、被害者支援にかかわる

広報啓発をもっと推し進めるべきである。 
 交通被害やいのちの大切さについて学ぶ機会を増やしてほしい。 
 一人ひとりが「優しいこころ」をもち安全運転を自分事として捉える社会になってほしい。 
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